
第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

基本方向　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画の推進拡大（糸満市女性の活躍推進計画）

基本目標　1　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

〈施策の方向〉

　また、市の女性職員については、特定事業主行動計画に基づき、職域拡大及び管理職等への積極的な登用を図ります。

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

1 政策推進課 〇
「市審議会等委員への女性登用促進要綱」につい
て周知を行い、関係課への積極的な女性登用を促
した。

引き続き女性登用促進に向けて周知に努める。

2 人事課 △

審議会等の委員委嘱の際に女性の割合を気にかけ
ていたが、具体的な施策を行えなかった。

審議会等委員の女性割合：27.39％
女性委員のいない審議会：15(全81)

関係機関と連携し、女性委員を含めるように働き
かける必要がある。

3
市民公募の拡大、団体への協力要請などを通じて、審議会等への女
性委員の登用を進めます。

政策推進課 〇
「市審議会等委員への女性登用促進要綱」につい
て周知を行い、関係課への積極的な女性登用を促
した。

商工会、農協、漁協等へも協力依頼を実施した
い。

4
女性団体連絡協議会に加入している女性団体とのつながりを深め、
多様な団体同士の連携を促進します。

政策推進課 〇
「市長と女団協との意見交換会」を開催。各団体
代表者が参加し活発な意見交換を行った。

引き続き連携促進に努める。

5
糸満市特定事業主行動計画に基づき、管理職への女性職員の積極的
な登用を進めます。

人事課 △

女性へのキャリア教育を行うための研修が実施で
きなかった。

女性管理職登用率：15.69％（派遣等除く）

女性へのキャリア教育が必要。

6
糸満市職員人材育成基本方針に基づき女性職員の積極的な登用によ
る人材の活用と組織の活性化を図るため、女性職員のキャリア形成
支援に取り組みます。

人事課 △
研修等実施なし。新型コロナウイルス感染症対策
の為研修を制限していたため。

時代に合わせた糸満市人材育成基本方針を改定す
る必要があるため、令和5年度以降に改訂作業を
行う。

成果指標

所管課 現状値(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

政策推進課 25.0% 27.39% 30%

人事課 14.8% 15.69% 25%

農政課 33.0% 33% 委員全体の33％以上

　あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向け、政策や方針決定の審議会や委員会等において、男女の多角的な視点をまちづくり等へ反映させていくため、市が率先して市民や各団体等への意識啓発による女性委員の

積極的登用により、ジェンダーバランスのとれた委員構成となるよう、関係部署で取り組みます。

1
女性委員の比率向
上に向けた啓発

審議会等委員選出時に報告を受け女性委員のいない審議会等をなく
すよう働きかけます。

2
市役所おける女性
の参画の促進

内容

市各種審議会への女性の登用割合

市管理職に占める女性職員の割合

人•農地プラン検討委員会における女性委員登用割合

指№

指1

指2

指3
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第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

基本目標　２　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和

〈施策の方向〉

子育てに関する不安や負担感を解消し、男女がともに子育てと仕事や地域活動などを調和させることができるよう、幼児教育・保育施設等の待機児童の解消を目指します。

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

7
企業等に対しハローワーク、商工会等と連携をとり、改正男女雇用
機会均等法など関係法令を周知し、雇用の機会均等と待遇の確保対
策を促進します。

商工水産課 ◎
沖縄県女性就業・労働相談センターと協力し労働
関係法令セミナーを実施し、関係法令の周知に取
り組んだ。

引き続き周知を図っていく。

8
各種法令について、広報、公式SNS等で、市民に対する周知等を
行います。

政策推進課 × 未実施
R5は男女共同参画周知チラシにて糸満市男女共同
参画社会推進条例の基本理念を周知予定

9 商工水産課 △

沖縄県事業「働く女性応援事業」などの事業周知
としてのチラシや広報誌の設置を行った。

沖縄県ワーク・ライフ・バランス認定企業の市内
企業者数　4社

ジェンダー平等に対し積極的または先進的な取り
組みを行っている企業などの情報が得られていな
い状況、商工会など各所より情報収集などに勤め
ていく。

10 政策推進課 × 未実施 情報収集を行い、チラシなどで周知を行う。

11 商工水産課 ◎
沖縄県女性就業・労働相談センターと協力し労働
関係法令セミナーを実施し、関係法令の周知に取
り組んだ。

引き続き周知を図っていく。

12 政策推進課 〇
内閣府や県が開催する講座等をHP及び庁内掲示板
にて周知した。

引き続き周知を図っていく

13 商工水産課 ◎

仕事を継続したい女性のキャリア形成や多様な働
き方における女性の活躍推進を目的としたキャリ
アアップセミナーを開催を周知し、就労支援に取
り組んだ

引き続き周知を図っていく。

14 政策推進課 × 未実施

商工会へMAIA（女性デジタル教育・就労支援事
業受託社）を紹介
市HPへ商工会やハローワーク等のHPリンクを
貼って周知を行う

15 商工水産課 ◎

仕事を継続したい女性のキャリア形成や多様な働
き方における女性の活躍推進を目的としたキャリ
アアップセミナーを開催を周知し、就労支援に取
り組んだ

引き続き周知を図っていく。

16 政策推進課 ◎
コロナ臨時交付金を利用し「女性でじたる教育・
就労支援」事業を民間企業へ委託、市HPやSNS
等で情報発信。（合格者19名）

R5以降も地域女性活躍推進交付金を活用し実施予
定。

女性の能力向上、
就労のための支援

4

商工会やハローワークと連携し、就職、再就職を希望する女性の就
労を支援するための情報提供を行います

在職中、就職又は再就職を希望する女性に対する能力向上、資格取
得等を目的とした講座等の案内を行うなど、情報提供を行います。

働く場における男女の均等な機会と待遇の確保をさらに推進するとともに、女性が能力を十分に発揮し活躍することができるよう、事業者による積極的改善措置（ポジティブ・アクション）などの取り組みを促進します。

女性の就労支援として学習機会の提供や就職や起業等の情報提供の充実を図り、支援を行います。女性活躍推進の必要性を事業所に広く働きかけていくため、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定を支援します。

「女性活躍推進法」に基づく「事業主行動計画」の策定に関する国
や県が開催する講座、セミナー等がある場合、周知啓発、支援に努
めます。

女性活躍の推進へ
の働きかけ

3

ジェンダー平等の推進に積極的に取り組んでいる企業等に対し、表
彰や認定制度を設けるなど、企業等における取り組みを促進しま
す。
また、ポジティブアクションや、その他先進的な取り組みを行って
いる企業を広報等で周知するなど、女性の活躍を推進します。
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第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

17 商工水産課 ◎

仕事を継続したい女性のキャリア形成や多様な働
き方における女性の活躍推進を目的としたキャリ
アアップセミナーを開催を周知し、就労支援に取
り組んだ

引き続き周知を図っていく。

18 こども未来課 〇

ひとり親家庭生活支援事業を実施し、ひとり親家
庭に対して、アパートを借り上げ、生活を支える
ほか、就労等に役立つ技術力を身につけるための
講習等を実施した。

・当該事業の周知。
・時間に制約のあるひとり親の手続きのサポー
ト。
・ひとり親家庭等の支援に携わる関係機関との連
携。

19 商工水産課 ◎

沖縄県商工労働部や沖縄労働局、市商工会、沖縄
県よろず支援拠点と協力し、創業支援などの相談
や指導を行い。広報・ホームページ等で情報発信
を行った。

引き続き周知を図っていく。

20 農政課 ◎

沖縄県農林水産部及びＪＡおきなわ等と連携し、
新規就農者や認定就農者の育成等の組織の育成強
化に取り組むとともに、広報・ホームページにお
いて情報発信を行った。

認定農家申請における家族協定締結数　8戸

組織の育成強化及び情報発信を行うとともに、他
市町村との連携等についても検討する。

21 商工水産課 ◎

沖縄県商工労働部や沖縄労働局、市商工会、沖縄
県よろず支援拠点と協力し、創業支援などの相談
や指導を行い。広報・ホームページ等で情報発信
を行った。

引き続き周知を図っていく。

22 政策推進課 〇 内閣府や県が開催する講座等をHPにて周知した。 引き続き周知を図っていく

23 農政課 〇
沖縄県が開催する講座等を広報・ホームページで
周知した。

これまで以上に広報ホームページの活用を目指
す。

24
起業意欲のある方に対し、中小企業融資制度などの支援制度の周知
を継続します。

商工水産課 ◎

沖縄県商工労働部や沖縄労働局、市商工会、沖縄
県よろず支援拠点と協力し、創業支援などの相談
や指導を行い。広報・ホームページ等で情報発信
を行った。

引き続き周知を図っていく。

25 商工水産課 ◎
沖縄労働局と連携し改正育児・介護休業法等に関
する広報誌やホームページへの記載を行った。

引き続き周知を図っていく。

26 農政課 × 実績なし。
商工会やハローワークと連携をし、情報収集を行
うとともに、ＪＡおきなわや農業法人等に対し周
知を行う。

27 こども未来課 × 実績なし。 取得促進の方法の検討。

28 介護長寿課 〇
市内3か所の地域包括支援センターで随時相談を
受付け、相談内容に応じて介護休業の案内を実施
した。

相談窓口である地域包括支援センターの周知を図
る。

29 政策推進課 △
窓口にパンフレット（内閣府作成）を設置し男性
育休事例紹介

ハローワーク及び事業所への周知について、商工
部門と連携が必要。情報収集を行い周知を行う。

5 創業・起業支援

商工会やハローワークと連携し、事業所(農業法人等も含む)に対し
て、育児・介護休業法や関連指針の周知を図ります。
子育て世帯や介護者のいる世帯に対して、育児休業・介護休業等の
取得促進を図ります。
糸満市特定事業主行動計画に基づき、男性職員の育児休業取得を促
進します。
男性の育児休業・介護休業の取得促進に向け、先進事例等の普及啓
発に取り組みます。

育児・介護休業制
度の利用促進

6

4
女性の能力向上、
就労のための支援

企業や市民に対して、国や県、商工会等が主催する起業やスキル
アップのためのセミナー等について広報・ホームページ等で情報提
供を行います。

女性の就労機会の拡充に加え、就労環境(雇用形態、昇進、賃金等)
の向上に向け、就労支援に取り組みます。

沖縄県よろず支援拠点と協力し、創業、起業、人材育成に関する相
談を行います。
新規就農者や認定就農者の育成、技術・経営指導、法人化支援など
の組織の育成強化を図ります。
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第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

30

商工会やハローワークと連携し、事業所(農業法人等も含む)に対し
て、育児・介護休業法や関連指針の周知を図ります。
子育て世帯や介護者のいる世帯に対して、育児休業・介護休業等の
取得促進を図ります。
糸満市特定事業主行動計画に基づき、男性職員の育児休業取得を促
進します。
男性の育児休業・介護休業の取得促進に向け、先進事例等の普及啓
発に取り組みます。

人事課 〇

配偶者出産の際、育児に係る休暇制度の説明を
行った。

男性職員育児休業取得率：28.57％(4名/14名)

育児休業等取得を啓発するためのマニュアル整備
が必要

31 政策推進課 × 未実施 男女共同参画情報チラシ等で周知を行う。

32 商工水産課 ◎
沖縄労働局と連携し改正育児・介護休業法等に関
する広報誌やホームページへの記載を行った。

引き続き周知を図っていく。

33 農政課 × 実績なし。 ＪＡおきなわや農業法人等に対し周知を行う。

34 こども未来課 × 実績なし。 啓発方法の検討。

35 介護長寿課 〇
市内3か所の地域包括支援センターで随時相談を
受付けており、相談内容に応じて、家族の介護分
担について提案を行った。

相談者以外にも、広く周知啓発活動を実施する。

36 人事課 〇

配偶者出産の際、育児に係る休暇制度の説明を
行った。

男性職員育児休業取得率：28.57％(4名/14名)

育児休業等取得を啓発するためのマニュアル整備
が必要

37 こども未来課 〇

放課後児童クラブの待機児童解消の一環として、
公設民営の児童クラブを開設した。

放課後児童健全育成事業実施数　20施設23支援
単位

・R4年度は、一部の地域において待機児童問題が
存在したことから、学校施設等を活用した放課後
児童クラブの新設が求められる。
・民設民営の児童クラブがR4年度末で閉所となっ
た。

38 保育こども園課 〇

ひとり親世帯、多子世帯や多胎児に対する支援、
障がい児保育の充実に向けた各事業を実施した。

保育所等利用待機児童数  67人

ニーズの高まりに対応する予算、人員の確保。

39
多様なニーズに応じた介護サービスの提供について支援を行いま
す。

介護長寿課 〇
市内3か所の地域包括支援センターで随時相談を
受付け、相談者の状況に応じた介護サービスの案
内および利用支援を実施した。

相談窓口である地域包括支援センターの周知を図
る。

6
育児・介護休業制
度の利用促進

7
育児・介護サービ
スの充実

子ども・子育て支援事業計画に基づき、多様なニーズに合わせた保
育サービスや放課後児童クラブの充実を図ります

男性が育児、介護に積極的に関わることができるよう事業所に対し
て、働き方の見直しを啓発します。
男性職員の育児休業促進のため、男性への育児意識の啓発や、上司
や同僚の理解の促進を図ります。
講演会や男女共同参画情報誌などを通して、子育て・介護における
男性の重要性や家事・育児等への参画を促します。

4



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

成果指標

所管課
現状値

(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

人事課 13.8% 28.57% 15%

農政課 7戸 8戸 10戸

保育こども園課 26人 67人 0人

こども未来課
18施設

21支援単位
20施設23支援単位 21施設25支援単位

商工水産課 3社 4社 10社

基本目標　３　地域における男女共同参画の推進

〈施策の方向〉

また、災害発生時、避難生活の場で、育児・介護等の役割分担、多様な性別に配慮し、男女共同参画の視点にたった防災対策及び防災の現場における女性の活躍を推進します。

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

40
男女共同参画に関する資料や情報を収集し、市民へ情報提供しま
す。

政策推進課 〇
不定期で男女共同参画情報チラシを作成し広報配
布時に全世帯配布を行った。

配布回数を増やし男女共同参画情報に触れる機会
を増やしたい。

41 生涯学習課 〇
「夏休み親子実験講座」など親子講座を開催し、
母と子、父と子が、一緒に行動することで、自然
と男女共同に社会を体験させることができた。

土曜日に実施しているが、男性の参加が少ないの
で講座の内容を検討する。

42 政策推進課 〇

R5.2にVIVOフェスタ「トートーメーの歴史と女
性」を開催。
不定期で男女共同参画周知チラシを作成し全世帯
配布を実施（R4年度2回）

各世代むけに行うとテーマ選びが困難.

43 生涯学習課 〇

読み聞かせの取り組みの一つである「絵本のひろ
ば」では、読み聞かせに興味のある子から大人ま
でが、男女問わず参加した。また、男性講師が家
庭での読み聞かせ体験を披露し、好評を得た内容
であった。

男女問わず幅広く関心をもつようなイベントや講
座の内容を検討する。

44 学校教育課 〇
各学校において人権教育の日を設定し、差別、偏
見、いじめについて読み聞かせやプレゼン等を実
施しました。

取組について学校間差がある。

指8

男女共同参画に関
する学習機会の提
供

8

読み聞かせや人権学習など、次世代を担う子どもたちが、性別にと
らわれず個性と能力を伸ばす取り組みを実施します。

男女共同参画の理解とその実現につながる内容の講座等を子どもか
ら市民へ向け幅広く実施し、意識啓発を図ります。

指№

指4

指5

指6

内容

　地域で活躍が期待できる新たな人材を対象に、リーダーに求められる資質向上の機会を提供するとともに、新たな女性リーダーの活動を後押しできるような環境づくりを進めるなど、地域活動の方針決定過程への女性の参画を促進します。

指7

男性職員の育児休業取得率

認定農家申請における家族協定締結数

保育所等利用待機児童数

放課後児童健全育成事業実施数

沖縄県ワーク・ライフ・バランス認定企業の市内企業数

5



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

45 8
男女共同参画に関
する学習機会の提
供

男女ともにボランティア活動への参加を促進するため、ボランティ
ア養成講座等を実施します。

生涯学習課 〇
読み聞かせ勉強会やブックスタート養成講座を実
施し、読み聞かせボランティア育成を図った。

参加者が女性のみで、男性の参加が増えるよう模
索したい。

46 保護者の方にPTA活動への参加を促進します。 生涯学習課 ×
各小中学校におけるPTA作業では男女問わず参加
を得た。

共働きの世帯も多い中、PTA活動にあてられる時
間確保が難しい状況があると思われる。

47 政策推進課 △ 女団協と市長の意見交換会を実施
引き続き男女共同参画意識の啓発に向けて連携を
行いたい。

商工水産課 × 未実施
今後、商工会女性部と連携し、男女共同参画の啓
発を実施して行きたい

生涯学習課 〇

市社会教育3団体（女性会・市子連・糸青協）に
よるグランドゴルフ大会に行政も参加し、子ども
から高齢者、男女関係なく交流事業を開催し男女
共同参画に努めた。

今後も男女の区別なく、社会教育団体間であらゆ
る交流ができるよう努めたい。

農政課 × 実績なし
ＪＡおきなわ女性部や女性就農者に対して周知を
行う

社会福祉課 × 特になし

市民団体に協力して、支援を実施しております
が、共同して企画して活動をしてはおりません。
市民団体と共同しで企画し、活動できるように努
めたい。

49 政策推進課 〇

市商工会を通じて第3次計画書（概要版）を市内
商工関係者へ配布。
不定期で男女共同参画情報チラシを作成し広報配
布時に全世帯配布。

担当部署との情報共有を積極的に行い情報発信に
努めたい

50 市民生活環境課 〇

自治連絡員会議等で男女共同参画に関する情報提
供を行った

自治会長に占める女性の割合：13.7％

自治連絡員役員会等で、自治会長に占める女性の
割合の増加について、検討を促していく。

51 秘書防災課 〇
災害時にアレルギー疾患のある方や、乳幼児や高
齢者、外国人などを考慮した備蓄食料の整備を
行った。

消費期限が短い食品（乳幼児用ミルク）もあるこ
とから、期限前に有効な活用方法を検討する必要
がある。

52 社会福祉課 〇
秘書防災課が担当する防災訓練に参加して、避難
所開設・運営を行った。

53 障害福祉課 〇
福祉避難所指定協定（精神/医ケア児等）に向けて
医療法人と協議を開始した。/緊急通報システムを
R4年3月末で2名が利用。

あらゆる障害種別に対応できる福祉避難所を設置
する必要がある。/固定電話回線使用のため普及が
進まない。他に代わる方法を要検討。

地域防災計画の規定に基づき、特に被災者の支援において女性、高
齢者、障がい者、子ども、外国人、性的マイノリティ等、多種多様
な視点も配慮した防災対策を進めます。

男女共同参画の視
点に立った災害時

対応
10

9
地域の組織、市民
団体との連携

市民団体等と連携し、共同で企画した研修会などを実施し、男女共
同参画意識の裾野が広がるように啓発します。また、政策形成への
多角的視点の確保に向け、地域の組織や市民団体等と連携した取り
組みを行います。48

地域の組織や市民団体等に対して、男女共同参画に関する情報を提
供します。

6



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

54 介護長寿課 〇

・避難行動要支援者（高齢者等）の同意取得及び
個別支援計画作成要領を策定し、支援者主導方式
（介護ケアマネージャーと包括支援センターとの
連携）に関するケアマネ全体会議での説明の実施
及び支援者主導による対象者からの同意取得を開
始した。

・一般の避難施設での滞在が困難となる高齢者と
その家族等の避難を想定した福祉避難所に関する
協定について、市内に新設される地域密着型特別
養護老人ホームと締結した。

・避難行動要支援者の同意取得及び個別支援計画
作成については、支援者間の相互連携体制の構築
強化を行うことに加え、障害福祉課の進捗と足並
みを揃えて対象者への全体通知（手上げ方式の実
施）や積極的広報についても検討していく必要が
ある。

・協定を締結した高齢者の福祉避難所について
は、福祉避難所開設マニュアルの整備、開設訓練
等の実施など引き続き体制整備に努めていく必要
がある。

55 こども未来課 × 実績なし
関係課が集まり、多種多様な視点で配慮した防災
対策を議論する必要がある。

56 保育こども園課 〇
福祉避難所に指定されている園において、災害用
備蓄食を購入・確保した。

福祉避難所における受け入れ体制の更なる充実を
図る必要がある。

57 健康推進課 △
災害時、避難所へ避難してきた方への支援を実
施。

多種多様な視点の配慮について具体的な対策の検
討が必要

58 政策推進課 × 未実施
防災に対する知識不足もあるため秘書防災課と積
極的に意見交換に努めたい。

59
観光・スポーツ振興
課

× 実績はありません。
観光危機管理計画を推進するため、担当職員の知
見を深める必要があります。

60 秘書防災課 △
令和3年度までの備蓄において、おむつ（乳児～
大人）のほか、生理用品の備蓄を行った。

避難所や物資配給所において、女性専用のスペー
スを設けるなど具体化する必要がある。

61
男女共同参画の視点に立ち、防災訓練、研修や防災体験講座等を実
施します。

秘書防災課 △
コロナウイルス感染症の蔓延によって、訓練や体
験講座の開催が十分に出来なかった。

新型コロナウイルス感染症が落ち着いたあと、防
災訓練、研修など地域リーダー育成に歯止めが掛
からないよう周知していく必要がある。

62 消防総務課 △
2か月に1回、市の広報誌へ団員募集記事を掲載
R4女性団員：入団者1名機能別消防団員（多言語
対応）、　退団者1名 目標15％ 現状10％

女性職員の採用及び女性消防団員の入団促進につ
いて検討する必要がある。
募集記事に「男女共に募集等」女性団員を募集し
ている旨を掲載する。

63 秘書防災課 × 取り組みなし
災害時における女性消防団員の役割について改め
て検討する必要がある。

64
防災士資格取得の促進のため、防災士を養成していく中で、地域に
おける防災活動に女性の視点を取り入れるため、女性の資格取得を
進めます。

秘書防災課 〇

令和4年度おいて、女性職員に向けた災害への備
えの重要性と県内で受講できる防災士資格養成講
座をPRしたことから、女性職員1名が防災士の資
格を取得することができた。今後も、市内で女性
防災士の割合が増えるよう自主防災組織において
も女性防災士育成をPRしてまいります。

全防災士に占める女性の割合　11％

地域防災リーダー育成において、継続して女性
リーダーを推進する仕組みを検討する必要があ
る。

男女共同参画の視
点に立った災害時
対応

10

11
防災に関する活動
等への女性の参画
促進

女性の消防職員の採用・消防団員の入団促進に積極的に取り組み、
女性の消防職団員の活躍を推進します。

災害時について、観光危機管理計画に基づき女性及び多様な性別の
立場の観光客等への配慮をもった視点で取り組みます。

地域防災計画の規定に基づき、特に被災者の支援において女性、高
齢者、障がい者、子ども、外国人、性的マイノリティ等、多種多様
な視点も配慮した防災対策を進めます。

7



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

成果指標

指№ 所管課
現状値

(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

指9 市民生活環境課 9.0% 13.7% 10％以上

指
10

秘書防災課 10.0% 11% 12%

指
11

消防総務課 10.0% 10% 15%

基本方向　Ⅱ　安全・安心な暮らしの実現

基本目標　４　あらゆる暴力の根絶（糸満市DV防止基本計画）

〈施策の方向〉

近年では、デートDVをはじめ若年層が暴力の被害者となる問題が深刻化しており、被害者が早期に相談できるよう相談窓口の周知を図ります。

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

65 政策推進課 〇

「児童虐待防止月間」に合わせて、こども未来課
と合同パネル展実施。男女共同参画推進社会に関
する周知と共に、ＤＶに関する相談所一覧表やパ
ンフレットの提示を行い周知。

例年同じ資料を使用している為、新しい資料の作
成等を検討したい。

66 こども未来課 〇
こども家庭支援員及び婦人相談員が、相談に応
じ、情報提供を行っている。

関係機関が実施している研修会等の案内。

67
性暴力被害等への未然防止や相談窓口の周知を図るため、関係機関
と協力し情報提供に努めます。

政策推進課 〇

「児童虐待防止月間」に合わせて、こども未来課
と合同パネル展実施。男女共同参画推進社会に関
する周知と共に、ＤＶに関する相談所一覧表やパ
ンフレットの提示を行い周知。

例年同じ資料を使用している為、新しい資料の作
成等を検討したい。

68
多様化、複雑化する相談内容に対応できるよう相談員の研修を実施
します。

こども未来課 〇 県等が実施する研修に参加している。
より多くの研修に参加する又は事例検討を行うた
めの時間の確保。

69
ＤＶ等による被害者及び同伴の子どもに対する適切な相談、支援や
情報提供を推進します。

政策推進課 〇

「つながりサポート事業」
「DV被害」を含めた女性の困難・不安の解消を目
的に相談業務等の委託を実施（地域女性活躍推進
交付金を利用しNPOへ委託）
市広報紙・HP等で周知を行った。

R5も地域女性活躍推進交付金を利用し実施予定の
ためよりNPOとの連携を深めていきたい。
広報が効果的ではなかったとの意見もあったため
回数を増やしたり、ステッカーやポスターなど
も、警察署やコンビニやスーパー等市民の目が留
まりやすい場所に掲示することができないか周知
方法の見直していきたい。

相談業務の拡充13

内容

市消防団員数に占める女性の割合

男女間のあらゆる暴力の根絶を目指し、市民一人ひとりが暴力は重大な人権侵害であるとの認識を持つよう周知・啓発を行うとともに、被害者が安心して相談し、必要な支援を適切に受けられるよう相談窓口を設置します。

各種ハラスメント等を防止するため、相談窓口の周知など事業所や市民に対する啓発活動を進めます。

　また、DVと密接な関連があるといわれる児童虐待をはじめ、高齢者・障がい者に対する虐待等についても、各分野の関係機関等との連携のもと、その防止や発生後の支援等を充実し、あらゆる暴力の防止に向けた取り組みを推進して行きま

す。

12

自治会長に占める女性の割合

意識啓発と情報提
供の充実

配偶者等に対する暴力への正しい認識と法的知識を深めるための学
習機会を提供します。

全防災士に占める女性の割合

8



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

70 こども未来課 〇
こども家庭支援員及び婦人相談員が、相談に応
じ、情報提供や各種手続き等の支援を行ってい
る。

各種情報の収集及び資質向上の時間の確保。

71 保育こども園課 〇
不適切な保育が疑われる事案発生時の、市・県及
び保育施設が担う役割について、国作成の手引き
を再周知した。

どこまでが不適切な保育に当たるのか判断に迷う
ケースがある。助言・指導についても同様。

72
ＤＶに対する共通認識を持てるよう職員に対する定期的な研修会を
実施します。

人事課 △
こども家庭支援員及び婦人相談員が、自立に資す
る情報提供や各種手当等の手続き支援、相談等を
行っている。

関係機関と連携し、講師の選定等を行う必要があ
る。

73
市の関係課による庁内連絡会議を設置し、庁内の連携強化を図りま
す。

こども未来課 〇
要保護児童対策地域協議会において、関係課が構
成員となっている。

今後も関係会館との連携を密にし、虐待防止を推
進する。

74
関係機関と連携し緊急事案をはじめ問題解決への対応体制を強化し
ます。

こども未来課 〇
児童虐待、DV等の事案が発生した場合において、
関係機関と迅速に情報共有及び対応策を講じる
等、常時連携をとっている。

情報共有や連携に対する考え方の統一化。

75 商工水産課 △
商工会や商工水産課などに周知やチラシなどの設
置を行った。

新型コロナなどの影響により職場研修の実施まで
には至っていないのが現状、ホームページ等の情
報発信を行いたい。

76 政策推進課 × 未実施
厚生労働省ハラスメント対策のポータルサイト
「あかるい職場応援団」等を市HP等で周知を行い
たい。

77 市職員に対する研修を定期的に実施します。 人事課 △
未実施。新型コロナウイルス感染症対策の為、研
修を制限していたため

安全衛生委員会と連携し、研修を開催する必要が
ある。

78 16
相談窓口に関する
情報の提供

相談窓口に関する情報を提供するため、民間団体・ＮＰＯと連携
し、コーディネーター等を配置し、各種相談窓口の総合案内の設置
を検討します。
また、総合案内設置の際には、チラシの配布や広報、ホームペー
ジ、市公式ＳＮＳ等を活用し、相談窓口の開設に関する情報を市民
に広く周知します。

政策推進課 〇

「つながりサポート事業」
「DV被害」を含めた女性の困難・不安の解消を目
的に相談業務等の委託を実施（地域女性活躍推進
交付金を利用しNPOへ委託）
市広報紙・HP等で周知を行った。

R5も地域女性活躍推進交付金を利用し実施予定の
ためよりNPOとの連携を深めていきたい。
広報が効果的ではなかったとの意見もあったため
回数を増やしたり、ステッカーやポスターなど
も、警察署やコンビニやスーパー等市民の目が留
まりやすい場所に掲示することができないか周知
方法の見直していきたい。

成果指標

指№ 内容 所管課
現状値

(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

指
12

政策推進課
46.5%

(R3年度)
- 23%(R8年度)

関係機関との連携
強化

相談業務の拡充
ＤＶ等による被害者及び同伴の子どもに対する適切な相談、支援や
情報提供を推進します。

配偶者等からの暴力を受けた方で、「どこ(だれ)にも相談しなかった(できなかった)」
割合(市民アンケート調査結果)

13

15
ハラスメント防止
のための啓発

事業所における、様々なハラスメント防止の認識を高めるために職
場研修等の実施を促します。

14

9



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

基本目標　５　困難を抱える人への支援

〈施策の方向〉

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

79 ひとり親家庭に対する医療費の助成や手当を支給します。 こども未来課 〇

医療費の助成について、自動償還制度により窓口
申請の必要がなくなり、受給者の利便性が向上し
ている。

受給者のさらなる負担軽減を図るため、現物給付
の導入などの検討が必要である。

80
ひとり親家庭の自立支援を行うため、母子自立支援員を配置し、相
談、情報提供を行います。

こども未来課 〇
こども家庭支援員及び婦人相談員が、自立に資す
る情報提供や各種手当等の手続き支援、相談等を
行っている。

自立に資する各種情報の収集及び資質向上の時間
の確保。

81
母子家庭の母の就労支援を目的とした自立支援給付金を支給しま
す。

こども未来課 ◎
高等職業訓練促進給付金
給付実績：8人

今後も周知に努め、就職に有利な資格取得促進す
る。

82

高齢者福祉計画・介護保険事業計画、今後作成する成年後見制度利
用促進基本計画に基づき、高齢者の生活や人権、財産を守る権利擁
護等に関する身近な総合相談、支援窓口としての地域包括支援セン
ターの広報、周知を図ります。

介護長寿課 〇
庁舎窓口、福祉まつり、認知症イベントなど、
様々な機会を活用して周知を図った。

より身近に感じていただけるように、地域のイベ
ントや高齢者が集う場に積極的に参加し、周知を
図る。

83 学校教育課 〇 アンケートを実施し実態把握を行った。 今後もアンケート等を実施し実態把握に努める。

84 介護長寿課 〇
ケアマネージャーや庁内関連部署とは、必要時に
相談・連携できる体制を構築している。

引き続き関係機関と連携し、必要な支援を実施す
る。

85 障害福祉課 〇
関係課、委託相談支援事業所等と連携し、支援に
努めた。

ヤングケアラーを対象とした件数把握等を行って
いない

86 障害福祉課 〇
糸満市自立支援協議会を軸に関係機関と連携し、
障害者の暮らしやすい地域づくりに努めた。

相談支援機能の強化が求められている（基幹型相
談支援センターの設置）

87 保育こども園課 〇
障がい児保育の充実を図るため、各園にて巡回支
援員による巡回相談を行った。

障がい児の受け入れ体制の充実。

88 こども未来課 〇
こども家庭支援員及び婦人相談員が、自立に資す
る情報提供や各種手当等の手続き支援、相談等を
行っている。

自立に資する各種情報の収集及び資質向上の時間
の確保。

89 学校教育課 〇 特別支援教育支援員を配置した。
予算に限りがあり、学校要望を十分に満たせない
現状がある。

90 建設課 〇 全戸バリアフリーとしている稲嶺原B棟を発注
予算の都合から64戸から40戸へ部屋数を減らす
こととなった。

障がい者計画、障がい福祉計画、障がい児福祉計画に基づき、障が
い者（児）への自立支援及び教育支援を推進します。人権教育に
沿って、性差にとらわれることなく、また障がい者（児）への理解
を育みます。また、学校内の自立支援及び教育支援を推進します。

高齢者等の生活支
援の推進

　また、近年においては、性同一性障害を含むLGBT等の視点も重要視されており、他自治体においては同性カップルに対してパートナーであることを認める公的書類の交付を行う動きもみられます。今後、こうした動きが広がりを見せると考

えられ、本市においても多様な性の尊重により、すべての市民が暮らしやすい社会の形成に向けて取り組んでいく必要があります。

　また、ひとり親家庭、高齢者、障がい者、経済的困窮世帯が、安心して暮らせる社会を構築するため、自立に向けた力を高めるとともに、生活支援、子育て支援、こころの支援等、それぞれの家庭の状況に対応した総合的な支援を行います。

17

生活上のさまざまな困難の解決を図るため、誰もが安心して暮らせるよう相談しやすい環境の整備を図ります。

18

ヤングケアラーの実態把握に努めるとともに、ヤングケアラーに対
する認識と理解を深めます。また、関係機関と連携を図り必要な支
援を実施します。

19
障がいのある人へ
の健康支援

ひとり親家庭の自
立支援の推進

10



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

91 こども未来課 〇

ＮＰＯ、社協、民間団体に子供の居場所に係る事
業を委託し、生活指導、学習支援、食糧支援、
キャリア形成等の支援を行うほか、社会的自立に
資する情報の提供を行っている。

子供の居場所の設置数　7か所

子供の居場所に係る事業を行っていない地域の子
育て世帯への支援。

92 社会福祉課 〇
無料塾「いまなび」にて１年生５人、２年生６
人、３年生１７人を受け入れ学習支援・居場所づ
くりをおこなった。

学校での成績が優秀な子や不登校等で成績が悪い
生徒を同教室で一緒に支援する難しさがある。

93 学校教育課 〇 家庭訪問等を通して周知した。 今後も家庭訪問等を通して実態把握に努める。

95 政策推進課 〇

「つながりサポート事業」
「生理の貧困」を含めた女性の困難・不安の解消
を目的に相談業務等の委託を実施（地域女性活躍
推進交付金を利用しNPOへ委託）

R5も地域女性活躍推進交付金を利用し実施予定の
ためよりNPOとの連携を深めていきたい。
広報が効果的ではなかったとの意見もあったため
回数を増やしたり、ステッカーやポスターなど
も、警察署やコンビニやスーパー等市民の目が留
まりやすい場所に掲示することができないか周知
方法の見直していきたい。

96 学校教育課 〇
各学校のトイレや保健室等へ常備し、必要に応じ
て配布している。

今後も必要な配備を継続する。

97 健康推進課 〇
こころの健康相談実施８件
毎月、広報に情報掲載

広報だけではない周知方法の検討が必要

98 市民課 ×
性別記載削除できるものついて、検討が必要であ
る。

99 学校教育課 〇 教育相談を通して実態把握を行った。 今後も教育相談等を通して実態把握に努める。

100

性的マイノリティに対する理解促進のため、個性を認め合い互いに
尊重し合うまちとしての「宣言」を行うなど、性の多様性の理解を
深めるための取り組みを行います。

政策推進課 〇
LGBT等用語解説等の男女共同参画周知チラシの
全世帯配布を実施

R5年度は性の多様性についての職員研修を実施。
宣言や制度の導入について先進市から情報提供を
頂き、男女共同参画会議にて提案できるようにし
たい。

成果指標

指№ 所管課
現状値

(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

指
13

政策推進課
41.9%

(R3年度)
- 10%以下(R8年度)

指
14

こども未来課 6人 8人 8人

指
15

こども未来課 6カ所 7か所 8カ所

指
16

政策推進課 - - 宣言

20
経済的困窮世帯へ
の支援

経済的困窮世帯へ
の支援

20

内容

NPOや民間団体と協力し、経済的困窮世帯に対し、子ども食堂や
学習支援といった子供の居場所づくりの支援を行います。経済的困
窮世帯に対し、就学援助制度の周知、学習支援といった必要な支援
をはじめ、社会的自立に向けた取り組みを行います。

自分の性、心の性について悩んだときに、相談できなかった割合(中学生アンケート調
査結果)

高等職業訓練促進給付金の支給人数

子供の居場所の設置数

糸満市性の多様性尊重宣言（仮称）等の検討

性的マイノリティ
に対する支援

21

経済的困窮により、生理用品を購入できない女性など、「生理の貧
困」について、NPOや民間団体と協力し、生理用品の提供などの
支援をきっかけとして、各校の実情に応じた適切な提供手段に努め
ます。

性的マイノリティへの支援を行うため、行政サービスにおける対応
(心の悩み相談、不要な性別記載欄削除)を推進します。
性的マイノリティの児童生徒については、学校生活を送る上で特有
の支援が必要な場合があることから、個別の状況に応じ、児童生徒
の心情等に配慮した対応を行います。

11



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

基本目標　６　生涯を通じた健康支援

〈施策の方向〉

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

101
リプロダクティブ・ヘルス/ライツの認識を深める学習機会を提供
します。

健康推進課 △
学校保健委員会への参加、沖縄県女性健康支援セ
ンターの案内カードをトイレなどに設置した。

関係会議への参加はあるが、リプロダクティヴヘ
ルス/ライツに関係した内容を盛り込めていない。
また、対象が広いため、学習機会を提供するには
優先順位など選定する必要があるため、すぐには
難しいが、今後も市民への啓発普及活動として、
相談窓口の案内など実施していく

102 健康推進課 〇
沖縄県女性健康支援センターなどの相談窓口に関
する情報を窓口・トイレなどに設置した

今後も随時普及啓発活動を実施していく

103 学校教育課 〇
保健体育の授業を通して普及啓発し、別途外部講
師を招いた研修会を実施した。

保健体育の授業や研修会等を通して性感染症の予
防に努める。

104 商工水産課 ◎
商工会や商工観光課などに周知やチラシなどの設
置を行った。

引き続き周知を図っていく。

105 健康推進課 ×
「女性に優し職場づくりナビ」を窓口に置き、妊
娠中の働く女性を支援する制度の相談窓口の案内
を行っている。

妊婦に対し、相談を受けた際は情報提供や相談窓
口の案内をしているが事業主等への周知などは
行っていない

106
親子健康手帳の交付や妊産婦の健康診査費の助成など女性の健康管
理を支援します。

健康推進課 ◎

親子健康手帳交付641件
全数面談と妊婦健診受診助成14回分、産婦健診助
成2回分に加え、多胎児についてはさらに5回の妊
婦健診の助成を実施
子育て世代包括支援センターにて妊婦の指導や継
続支援を実施している

転入してきた妊婦については、面談が実施できな
いこともあり、把握にタイムラグが生じる

107 健康推進課 ◎

乳児健診：9回
1歳6ヵ月健診：20回
3歳児健診：19回
発達相談：実56件/延べ77件
健診事後教室の実施

発育発達に関する相談が増えているが、発達の評
価ができる専門職が少ないことや、ライフステー
ジの切れ目に支援が途切れることがある

108 保育こども園課 〇
市内全園で法令に基づいた健康診査を実施した。
公立こども園においては、子育て応援デーを実施
した。

コロナ禍で取り組み内容が十分ではなかった。

事業主等に対し、男女雇用機会均等法における母性健康管理、母性
保護規定の措置の周知、啓発に努めます。

乳幼児に対する発育、発達を支援するため、年齢別の健康診査や育
児相談を実施します。

女性が自らの意思で、心身の特性に応じた保健・医療サービスを選択できる自己決定権が尊重され、生涯にわたって健康な生活を送るための環境づくりを目指します。

また、生涯を通じて、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期等ライフステージに応じた身体と心の健康管理・保持増進と生きがいづくりを支援する取り組みの充実を図ります。

22
性に関する理解と
性感染症予防

性感染症などに関する正しい知識の普及啓発を進めます。

23
母子に対する健康

支援

12



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

109
観光・スポーツ振興
課

〇

対面によるスポーツ教室等を徐々に再開したが、
コロナ前に比べ参加者は減少している。

一般スポーツ教室（入門ウエイトトレーニング教
室・男女）　21名
・ラジオ体操会・みんなの体操会　528名
・地域巡回スポーツ教室　68名
・てくてくウォーキング大会　128名
・オンラインによるオクトーバーラン＆ウォーク
112名
・いとまん平和トリムマラソン大会　2,211名

スポーツイベントへの女性参加者の割合　37％

新型コロナウイルス感染症拡大により、外出を控
えて運動する機会が減っていることから、市民が
スポーツする環境づくりを再構築する必要があ
る。

110 健康推進課 〇

特定健診受診率 35.11％、特定保健指導率
60.0％
健康相談、保健指導時に運動施設等の情報提供

若年者の健診受診率（20～40歳未満,国保加入
者） 10.98%
妊婦教室パートナー参加率 74%

特定健診受診率が若干伸びてきている。
運動施設の情報が少ない

111 介護長寿課 ◎

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に
おいて、フレイル予防教室および訪問による保健
指導を実施じた。

介護予防教室参加人数　延べ16,277人

前年度とは対象地域を変えて、フレイル予防教室
および保健指導を実施する。

112 国民健康保険課 〇
健康診査の受診勧奨を広報誌で行うとともに、窓
口でも受診勧奨を実施した。

113 社会福祉課 〇
被保護者999名を抽出して健診受診勧奨を実施。
そのうち68名が特定健診を受診した。

生活習慣の改善が必要であるが、行動変容が見ら
れた者は少なかった。健康推進課など他機関と協
力しながら進める必要がある。

114 障害福祉課 〇

就労支援事業所等へ利用者の健診受診を呼びかけ
る等を行った。/関係機関と連携したスポーツイベ
ント（県身スポ、平和トリム、ミニバレー大会）
への参加

本課において、スポーツイベント等の参加周知の
取り組みができていない。

115 女性特有の病気(乳がん等)の予防、早期発見に取り組みます。 健康推進課 〇
子宮頸がん受診率　15.5%
乳がん受診率　　　 9.7%

受診率が伸びないため、受診率増につながる啓発
活動の行う。

116 心の健康づくりに関する相談窓口の周知に努めます。 健康推進課 〇
こころの健康相談実施８件
毎月、広報に情報掲載

広報だけではない周知方法の検討が必要

117 健康推進課 △ 令和5年度に自殺対策計画の策定を行う予定 計画策定に向けての調整が必要

118 社会福祉課 × 実績なし
担当課が策定した自殺対策計画に基づき、関係課
と連携しながら施策を推進したい。

119 介護長寿課 × ほとんど取り組めていない。 主管課と連携し、各種施策を推進する。

心の健康支援25

今後作成する自殺対策計画に基づき、各種施策を推進します。

健康の保持増進のため、運動教室やスポーツイベント等、市民が運
動できる機会を設けます。
また、健康診査の普及啓発、健康診査及び健康診査結果に基づく保
健指導を実施します。ライフステージに

応じた健康支援
24

13



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

120 こども未来課 〇
希死念慮を有する又は自殺企図を行う児童につい
て、学校等と情報を共有し、見守り、声かけを行
う等の対応している。

希死念慮を有する又は自殺企図を行う児童の早期
発見。

121 市民生活環境課 〇

・人権擁護委員の日（6/1）
　※パネル展示、チラシ配布を実施
・人権週間（12/4～10）
　※パネル展示、チラシ配布を実施
・春の一日合同相談会（8/8）
・秋の一日合同相談会（10/28）
　※相談件数
　　春：19件　秋：68件

女性に対するＤＶ、妊娠・出産等を理由とする不
利益取扱いや子供のいじめ、児童虐待性的搾取の
相談窓口の周知

122 人事課 △
未実施。担当課の計画策定後に必要な対策を講じ
る。

関係機関との調整が必要。

123 学校教育課 〇
教育相談やアンケートを実施し、児童生徒の実態
把握を行った。

今後も教育相談等を通して実態把握に努める。

成果指標

指№ 所管課
現状値

(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

指
17

健康推進課 18.8% 35.11% 28.3%

指
18

人事課 46% 87.1% 60%

指
19

介護長寿課
延べ

10,870人
延べ16,277人 延べ12,370人

指
20

健康推進課 11.0% 10.98% 14.0%

指
21

観光・スポーツ振興
課

37.9%
（R元年度）

37% 41％以上

指
22

健康推進課 62.0% 74% 70%

25 心の健康支援

特定健診受診率（40～50代）

今後作成する自殺対策計画に基づき、各種施策を推進します。

内容

市職員の訪問型特定保健指導対象者に占める指導割合

介護予防教室参加人数

若年者の健診受診率（20～40歳未満,国保加入者）

スポーツイベントの女性参加者の割合

妊婦教室パートナー参加率
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第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

基本方向　Ⅲ　男女共同参画社会の実現に向けた意識の向上

基本目標　７　男女共同参画意識の向上

〈施策の方向〉

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

124 26
条例・男女共同参
画計画の周知

糸満市男女共同参画社会推進条例、糸満市男女共同参画計画～いち
まんVIVOプラン～の周知及び普及・啓発を図り、市民、事業者や
教育者が各々の責務や役割をきちんと理解・意識し、男女共同参画
社会の実現に向けて行動するまちづくりをすすめます。

政策推進課 〇
計画の周知のため男女共同参画チラシを作成し全
世帯配布を実施

チラシ作成の回数を増やし、男女共同参画情報の
さらなる周知をはかる

125

市民の意識変革に向けた「VIVOフェスタ」の内容を工夫・開催
し、市民の男女共同参画意識の向上を目指します。また、男女共同
参画に関する情報紙を定期的に発行し市民の意識の高揚に努めま
す。

政策推進課 ◎

R5.2にVIVOフェスタ「トートーメーの歴史と女
性」を開催。　参加者44名

不定期で男女共同参画チラシを作成し全世帯配布
を実施（R4年度2回）

VIVOフェスタは2年ぶりの開催。チラシ作成の回
数を増やし、男女共同参画情報の周知をはかる

126
広報、ホームページ、市公式SNS等を活用し、男女共同参画意識
に関する情報を発信します。

政策推進課 〇
作成した男女共同参画周知チラシ等を市HPに掲
載。

チラシ作成の回数を増やし、男女共同参画情報の
さらなる周知をはかる

成果指標

指№ 所管課
現状値

(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

指
23

政策推進課 (R3年度) - (R8年度)

指
23

政策推進課 36.8% 参考25.6% 全項目50%以上

指
23

政策推進課 38.3% 参考17.9% 全項目50%以上

指
23

政策推進課 53.2% 参考48.7% 全項目50%以上

指
23

政策推進課 10.9% 参考10.3% 全項目50%以上

指
23

政策推進課 28.8% 参考33.3% 全項目50%以上

今後の周知・啓発にあたっては、世界・国等の動向に注視し、男女共同参画に関する新しい概念や制度等を取り入れていくとともに、あらゆる媒体を活用して行きます。

男女共同参画への理解を深めるとともに、あらゆる立場の人々が個性と能力を十分に発揮することができる社会を目指し、人権尊重や男女共同参画意識の啓発に取り組みます。

また、男女が対等な関係を築くため、慣習やしきたりの中に残る固定的性別役割分担意識を認識し、そのような考え方を見直せるよう、あらゆる世代に対し様々な媒体や機会を通じた広報・啓発活動に努めます。

内容

社会のあらゆる場面において、男女が「平等」であると回答する市民の割合(市民アン
ケート調査結果)

家庭生活

職場

学校教育の場

27 啓発活動の充実

政治の場

法律や制度の上

15



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

指№ 所管課
現状値

(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

指
23

政策推進課 13.5% 参考8.3% 全項目50%以上

指
23

政策推進課 39.1% 参考41% 全項目50%以上

指
23

政策推進課 16.2% 参考5% 全項目50%以上

指
24

政策推進課 8人 44名 60人

基本目標　８　男女共同参画社会推進のための教育・学習の推進

〈施策の方向〉

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

127
人権教育に係る研修会や、各種情報提供を基礎として、各校へ周知
に努めジェンダー平等の啓発を図ります。

学校教育課 〇
沖縄県教育委員会主催の人権教育指導者研修会等
の周知した。

糸満市主催の人権教育の開催には至らなかった。

128
性別にとらわれることなく、一人ひとりの個性や能力が活かせるよ
う進路指導を行います。

学校教育課 〇 各学校でキャリア教育等の充実を図っている。 効果性までは検証していない。

129 こども未来課 × 児童クラブでは実績なし。 今後、男女平等教育の推進について検討したい。

130 学校教育課 〇
性の多様性について授業や講師を派遣して指導の
充実を図った。

一部の学校に留まっている。

131 保育こども園課 〇
保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領に
沿って、各園で園児への支援、指導を行ってい
る。

各種研修を通して、保育の質の向上、保育者の指
導力の向上を図る。

132
各児童生徒の性差に関する価値観を尊重し、当人に寄り添った必要
な対応を行います。

学校教育課 〇
子どもの人権SOSミニレターを配布し、いつでも
相談できる体制を整えた。

配布のみである。

内容

保育園、幼稚園、認定こども園、学校等において、人権教育の一環
として、性差にとらわれず個々人に適した指導の充実を図ります。

学校等における男
女平等教育の推進

28

社会通念・慣習・しきたり

自治会やPTAなどの地域活動の場

男女共同参画に関する講演会等参加者人数

社会全体的にみた場合

ジェンダー平等意識を浸透させるため、親たちに対する子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会の充実に努めます

　子どもの頃からそれぞれの個性と能力を十分発揮し、将来を見通して自己形成ができるよう保育施設や学校における固定的な男女の役割分担の是正、人権の尊重や男女共同参画社会にむけた意識づくりや共生社会の

実現に取り組みます。

　また、固定的な性別役割分担意識の見直しを図っていくためにも、幼少期からの教育や子どもから高齢者まで、一人ひとりの個性と能力を大切にする幅広い市民のライフステージに対応した生涯学習による

意識の啓発の充実を図ります。
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第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

133

年齢等の対象（ターゲット）を絞った講座やフォーラムの開催等に
よる男女共同参画意識の普及・啓発を図ります。市民活動や地域活
動などを通して、男女平等・男女共同参画意識を育むための学習機
会を提供します。

政策推進課 〇

市内小中学校生徒にR3実施アンケート結果結果を
配布（R4は小5～6、中1～3。R5からは小5、
中1のみ配布）
VIVOフェスタでは、主に40～70代以降をター
ゲットに実施し、地域のしきたり等で感じる不平
等について見直すきっかけの提供とした。

講演会等は関心をもってもらうためのテーマ選定
が重要。

134 生涯学習課 △
「手話講座」を開催することにより、人の立場を
考える啓発の機会とする。

講座の内容によって男女の参加数に片寄りがある
男女が共に参加しやすい講座の開設を検討する。

135 政策推進課 × 出前講座等に要請がなかった。
男女共同参画に対する市民の興味関心が薄いと思
われるため、積極的に周知活動を行う必要がある
と思われる。

成果指標

指№ 所管課
現状値

(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

指
25

政策推進課

77%
(小学生R3年度)
81.5%
(中学生R3年度)

-
90%(小学生R8年度)
90%(中学生R8年度)

指
26

政策推進課 － - 実施

基本目標　9　平和な社会や多様な価値観を認め合う社会の形成

〈施策の方向〉

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

136 政策推進課 ◎
平和祈念祭及び平和ガイド育成事業を実施
糸満市平和祈念祭の参加人数：241人
糸満市平和ガイド育成者数：135人

一過性で学習が終わることのないよう関係機関と
の連携をはかりたい。

137 学校教育課 ◎
市中堅・初任研研修にてひめゆり平和祈念資料館
の協力の基、終日の平和研修を実施した。

他の教諭への研修会は未実施である。

平和教育・国際交
流の推進

30

多様な価値観を認め合う社会の形成を目指すとともに、市内在住外国人への対応も含めた多文化共生のあり方についても検討します。

平和であることは、男女共同参画社会の実現においても、欠かすこ
とのできないものであり、平和教育及び平和推進事業を通じた意識
啓発に努めます。

29
家庭・地域での男
女平等意識の形成

公民館での講座等を通じて、家庭生活における男女平等の理解促進
を図ります。

　平和ガイド育成事業において、中学生からのガイド育成を行い、平和に対する意識を高めます。育成者が一過性で学習を終わらぬよう、市内のひめゆり資料館と連携し、継続したくなるよう学習内容を工夫し、段階的に育成するシステムを構

築していきます。

また、多言語による情報提供を促進するなど、外国人住民への支援と男女共同参画に関する理解の推進を図ります。

家事は誰がするのが一番良いと思うかについて、「男の人と女の人が協力してするのが
よい」と回答した割合(小学生・中学生アンケート調査結果)

学校生活環境調査(小学生・中学生アンケート調査結果)

内容

17



第3次糸満市男女共同参画計画　進捗状況

№ № 具体的施策 施策の内容 担当課 R4 R4実績 課題/今後の方針

138
観光・スポーツ振興
課

〇
多言語対応のパンフレットを作成済みです。HPは
市のHPリニューアルに伴い、整備や地域おこし協
力隊を活用し、対応に努めています。

多言語対応では、ホームページなど情報を更新す
る際に、表現する言葉をプロに確認しなければな
らず、費用がかかることがあり、予算化が伴いま
す。

139 生涯学習課 × なし
多言語表記の文化財説明板（報得橋）が破損して
おり、取替が必要。

140 政策推進課 △

来庁や電話で依頼のあった外国人の方へ「多言語
対応可能な医療機関一覧」や無料の生活相談を実
施している団体の情報等を窓口で常時提示。
また多言語化だけでなく「やさしい日本語」の重
要さを周知するため職員研修を実施

多文化共生に向けた取り組みの強化が必要。

成果指標

指№ 内容 所管課
現状値

(R2年度) 実績 （R4年度） 目標値(R7年度)

指
27

政策推進課
220人

(R元年度)
200名+41名 500人

指
28

政策推進課 119人 135人 150人

平和教育・国際交
流の推進

30

糸満市平和ガイド育成者数

平和を推進するため、多言語による情報提供を促進するなど、外国
人住民への支援と男女共同参画に関する理解の推進を図ります。ま
た、市内外国人向けの市政情報の多言語化や多言語観光ガイドブッ
ク制作などで情報を発信し、多文化共生・交流に努めます。

糸満市平和祈念祭の参加人数
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